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「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
と
「
刑
事
司
法
改
革
関
連
法
案
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

昨
年
五
月
に
、
「
取
り
調
べ
の
録
音
・
録
画
（
い
わ
ゆ
る
可
視
化
）
の
義
務
付
け
」
の
ほ
か
、
「
司
法
取
引
の
導
入
」
や

「
通
信
傍
受
の
対
象
犯
罪
拡
大
」
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
「
刑
事
司
法
改
革
関
連
法
案
」
が
可
決
さ
れ
成
立
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
質
問
い
た
し
ま
す
。

一

「
取
り
調
べ
の
録
音
・
録
画
（
い
わ
ゆ
る
可
視
化
）
の
義
務
付
け
」
に
つ
い
て

�

可
視
化
の
対
象
は
「
裁
判
員
裁
判
の
対
象
事
件
」
、
「
検
察
の
独
自
捜
査
事
件
」
で
、
逮
捕
後
の
取
り
調
べ
の
全
過
程

で
録
音
・
録
画
が
義
務
付
け
ら
れ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
中
に
は
交
通
違
反
も
含
ま
れ
ま
す
の
で
、
逮
捕
・
勾
留
事
件
の
約

三
％
に
留
ま
る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
わ
か
る
範
囲
で
結
構
で
す
の
で
、
現
在
の
詳
細
を
お
聞
き
し
た
い
。

�

「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
の
対
象
と
す
る
犯
罪
は
、
可
視
化
の
対
象
に
入
っ
て
い
ま
す
か
。

�

三
年
以
内
の
施
行
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
早
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
す
か
。

二

「
司
法
取
引
の
導
入
」
に
つ
い
て

�

「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
の
適
用
と
な
る
犯
罪
に
「
司
法
取
引
」
が
適
用
さ
れ
そ
う
な
犯
罪
は
あ
り
ま
す
か
。

�

今
回
、
「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
法
案
の
第
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
き
に
「
実
行
に
着
手
す
る
前
に
自
首
し
た
者
は
、

一



そ
の
刑
を
減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
。
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
司
法
取
引
」
と
は
ど
う
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。

三

「
通
信
傍
受
の
対
象
犯
罪
拡
大
」
に
つ
い
て

「
テ
ロ
等
準
備
罪
」
の
新
設
に
伴
い
、
通
信
傍
受
の
対
象
犯
罪
を
拡
大
し
た
り
、
新
た
な
捜
査
手
法
を
導
入
す
る
可
能
性

は
あ
り
ま
す
か
。

右
質
問
す
る
。

二


